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東部ゴム商組グループ保険（個人負担型団体定期保険ーＢ型）

ライフサイクルに合わせた保障が準備できます。




安い掛金（年齢に関わらず同一）にて大きな保障




配偶者・こどもも加入できます。






一年決算で配当金が受取れる（掛金の実質負担軽減）



加入手続きは簡単（告知のみ）






①ご契約のしくみ








◆保険契約者

…・東部工業用ゴム製品卸商業組合



◆被保険者（加入者）
　…・組合事業所に所属する役員、従業員及びその配偶者・

　　　こども






◆掛金の負担者

…・役員および従業員個人




◆保険金受取人

…・掛金の負担者が指定





◆保険者

…・生命保険会社（第一生命・住友生命）



※加入対象は加入時（平成16年7月1日）現在健康で正常に勤務している組合事業所の役員・従業員で65歳6ヵ月以下の方。（継続は更新日現在７０歳6ヵ月以下まで）

※配偶者・こどもは本人が加入していなければ加入できません。また、本人の保険金額を超える保険金額には加入できません。





※こどもを加入させる場合、加入時（平成16年7月1日）現在満2歳6ヵ月～満22歳6ヵ月に該当し、かつ本人が扶養するこどもは全て加入させてください。









②保障の範囲と給付金の支払

・普通死亡保険金は保険期間中（毎年7月1日～翌年6月30日）に死亡した場合支払われます。

・高度障害保険金は加入以後の傷病または疾病により保険期間中に所定の「高度障害状態」に該当した場合支払われます。

･災害死亡保険金は普通死亡保険金に災害保険金を加えたものです。災害保険金は保険

期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日から１８０日以内かつ保険期間中に死亡した時に普通死亡保険金と合わせてお支払いします。

･入院給付金は保険期間中に発生した不慮の事故を直接の原因として、事故の日から

180日以内で、かつ保険期間中に５日以上入院した場合、１２０日限度としてお支払いします。

③更新継続の特典

　 eq \o\ac(○,注)Ａ型と同様です。

④税法上の特典

・本人が負担した掛金（運営事務費は除く）は、生命保険料控除の対象となります。

・本人の死亡保険金は５００万円×法定相続人数まで非課税となります。

・高度障害保険金・障害給付金・入院給付金は全額非課税となります。

⑤配当金

　 eq \o\ac(○,注)Ａ型と同様です。

⑥掛金の払込









毎月の給与から差引かれますので、わずらわしさがありません。

B型パンフレットを用意してございますので、ご通知あればお送り致します。

【事務局】電話　03-3543-5332　03-3543-5332
